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住宅関連施策を読み解く2019年度

＊ 表は、2019年2月時点の情報に基づいており、まだ確定していない内容も一部含みます（公募時期などは4月以降に発表される予定）。 
＊補助事業は予算金額に達した場合、予定よりも早期に終了する場合があります。  
＊耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化に関する改修を対象とした所得税控除には、ローン型減税・投資型減税の他に住宅ローン減税もあり、　　うち1つが適用されます。  

2020
年度

2021
年度2019年4月1日住宅関連優遇策一覧 新

築
既
築

リ
フ
ォ
ー
ム

リ
フ
ォ
ー
ム

● 補助額：共同居住用住宅に用途変更するための改修工事・間取り変更工事・耐震改修工事・    
 　バリアフリー改修工事などにかかる費用の1/3  （上限50万円/戸）
 　※用途変更のための改修工事、 間取り変更工事、耐震改修工事のいずれかを含む場合は、    上限は100万円/戸

住宅
セーフティネット ◯‒ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

【国交省】
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

【国交省】
継
続

● 耐震診断補助額：国と地方公共団体で2/3 
● 耐震改修補助額：①個別支援は国と地方公共団体で23%（戸建住宅の上限：82.2万円/     戸）
 　②パッケージ支援（総合支援メニュー）は補強設計等の費用、耐震改修工事費に対し、国と地    方で定額100万円（ただし耐震改修工事費の8割を限度） 

耐震改修に
関する支援

住宅･建築物安全ストック形成事業
【国交省】
住宅･建築物安全ストック形成事業

【国交省】◯‒ 継
続

● インスペクション補助額：費用の1/3
● 事業タイプ別補助額：補助率1/3（上限：①評価基準型：100万円/戸　②認定長期優良    住宅型：200万円/戸　
　 ③高度省エネルギー型：250万円/戸）　※三世代同居対応の場合は上限を50万円上乗せ

長期優良
住宅化

リフォーム推進
◯‒ 長期優良住宅化リフォーム推進事業
【国交省】
長期優良住宅化リフォーム推進事業

【国交省】
■ 変更点
　 ①補助額の算出方法で、評価基準型は補助率方式を加える。認定長期優良住宅型では申請する住宅ごとに選択
　 ②良好なマンション管理に対応する先導的な取組は公募・事前採択の対象

■ 変更点
　 ※上限100万円/戸となる改修工事に、子育て世帯対応改修、防火・消火対策工事、
　 　外構部分のバリアフリー改修工事を追加

※耐震改修補助額：個別支援の戸建住宅上限額未定

継
続

2019年1月31日で
交付申請終了

地域材
活用促進

木
造
住
宅

木
造
住
宅

地域型住宅グリーン化事業
【国交省】
地域型住宅グリーン化事業

【国交省】◯ ◯

● 補助額：対象費用の1/10以内かつ掛かり増し費用の1/2以内、金額上限は下記の通り     （（ ）は補助金活用実績4戸以上の事業者の場合）
　 (1)長寿命型《長期優良住宅》：110(100)万円/戸
　 (2)高度省エネ型《①認定低炭素住宅  ②性能向上計画認定住宅  ③ゼロ・エネルギー住宅》    ：①② 110(100)万円/戸　③140(125)万円/戸
　 (3)優良建築物型《一定良質な木造建築物》：床面積1万円/㎡
　 ※(1)(2)：地域材を使用する場合は上限20万円/戸加算　※(1)(2)：三世代同居対応は上　  限30万円/戸加算

■ 変更点
 　省エネ改修型（省エネ性能が一定程度向上する断熱改修）を新設し、上限50万円/戸を補助

継
続

省エネ住宅
（ネット・ゼロ・

エネルギーハウス：
ZEH）

に関する支援
エ
コ
＆
エ
ネ
ル
ギ
ー

エ
コ
＆
エ
ネ
ル
ギ
ー

省エネ設備に
関する優遇

断熱リフォーム
に関する支援

高性能建材による住宅の断熱リフォーム
支援事業（断熱リノベ）【環境省】
高性能建材による住宅の断熱リフォーム
支援事業（断熱リノベ）【環境省】◯‒

■ 変更点
 　※①のみ家庭用蓄電池　設備費：2万円/kWh（上限20万円/台）
    　　　　　　　　　　　工事費：定額（上限5万円/台）を別途補助

2018年8月10日で
公募申込終了

● 補助額：①戸建住宅は導入費の1/3（上限120万円/戸）②集合住宅は導入費の1/3（上　   限15万円/戸）
　 ※①のみ家庭用蓄電池に別途補助　設備費：3万円/kWh（上限1/3）　工事費：1/3以      内（上限5万円/台）
　 ※①のみ家庭用蓄熱設備に別途補助　設備費・工事費合わせて1/3以内（上限5万円/台）

継
続

継
続次世代省エネ建材支援事業（次世代建材）【経産省】次世代省エネ建材支援事業（次世代建材）【経産省】◯‒ ● 補助額：対象費用の1/2以内　● 上限額：戸建住宅200万円/戸、集合住宅125万円/戸    （下限金額20万円） 2018年10月31日で公募申込終了

太陽光発電の固定価格買取制度【経産省】太陽光発電の固定価格買取制度【経産省】◯◯ ● 余剰買取価格（10kWh未満）  ①東京・中部・関西電力管内26円（税込）/kWh  ②その他    の電力管内28円（税込）/kWh ● 余剰買取価格（10kW未満） ①東京・中部・関西電力管内24円（税込）/kWh  ②その他の電力管内26円（税込）/kWh継
続

エネファーム導入補助金【経産省】エネファーム導入補助金【経産省】◯◯ ● 補助対象：エネファーム機器＋工事費の合計価格  ● 補助額：最大12万円（既築・LPガス・寒　   冷地域仕様には各3万円追加） 継
続

● 補助額：70万円/戸
　 ※蓄電システム導入により3万円/kWh加算（上限30万円または経費の1/3のいずれか     低い額）
　 ※低炭素化資材使用、先進的な再エネ熱利用技術の活用により加算（上限90万円）

ZEH化による住宅における
低炭素化促進事業
【環境省】

ZEH化による住宅における
低炭素化促進事業

【環境省】
◯◯ 2018年10月5日で

公募申込終了

■ 変更点
 　※蓄電システム導入により加算（2万円/kWh、上限20万円/台）
 　※低炭素化資材使用、先進的な再エネ熱利用技術の活用により加算 （上限未定）

継
続

● 補助額：115万円/戸
　 ※蓄電システム導入により3万円/kWh加算（上限45万円または経費の1/3のいずれか     低い額）
　 ※低炭素化資材使用、先進的な再エネ熱利用技術の活用により加算（上限90万円）

2018年10月5日で
公募申込終了

ZEH＋実証事業
【経産省】
ZEH＋実証事業

【経産省】◯◯
※加算額の詳細は未定   
※ZEH＋実証実験とは別に臨時・特別の措置として「ZEH＋を活用したレジリエンス強化事業」が行われる継

続 （「レジリエンス強化」のための非常用室内コンセントの設置や、蓄電池・太陽熱給湯設備導入による太陽光エネルギーの夜間有効
活用等の措置を講じた住宅が補助対象。設備費、計測装置費、工事費を定額補助）

2022年

買取再販で
扱われる住宅取得

税     

制

税     

制

不動産取得税不 動 産 取 得 税◯‒

登録免許税登録免許税◯‒ ● 買取再販事業者により一定のリフォームが行われた既存住宅を取得する場合：家屋の所有    権移転登記を本則2%に対し0.1%（一般住宅特例は0.3%）　　　 　（2020年3月31日まで）

● 買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォームを行う場合： ①築年数に応じ一定額    を減額（最大36万円） ②敷地は4万5,000円、または土地評価額1/2×床面積の2倍×3%のいずれか多い方を減額 （2021年3月31日まで延長）

同居対応改修に
関する特例措置

固定資産税固定資産税‒ ◯ ● 耐震・省エネのいずれかを行うことが必須：1年度分の2/3減額（120㎡相当分まで） 　（2020年3月31日まで）

投資型減税（所得税）投資型減税（所得税）‒ ◯
● 耐震または省エネ＋耐久性：対象工事費10%を控除（控除対象限度額250万円　※太陽     光発電設置は350万円）
● 耐震＋省エネ＋耐久性：対象工事費10%を控除（控除対象限度額500万円　※太陽光発     電設置は600万円）
● 耐震＋省エネ＋耐久性＋バリアフリー＋同居対応：対象工事費10%を控除（控除対象限度     額950万円　※太陽光発電設置は1,050万円）

　（2021年12月31日まで）

ローン型減税（所得税）ローン型減税（所得税）‒ ◯ ● ①省エネ＋耐久性に係る工事費、または控除対象限度額250万円の2% ＋①以外の改修      工事の年末ローン残高の1%（控除対象限度額1,000万円）を5年間控除 　（2021年12月31日まで）

長期優良住宅化
リフォーム改修

に関する
特例措置

不動産取得税【長期優良住宅のみ】不動産取得税【長期優良住宅のみ】‒◯ ● 課税標準からの控除額が1,300万円（一般住宅は1,200万円） 　（2020年3月31日まで）

登録免許税登録免許税‒◯ ● ①所有権の保存登記：本則0.4%に対して0.1%（一般住宅は0.15%）　② 所有権の移     転登記：本則2.0%に対して、長期優良住宅：戸建て0.2%・マンション0.1%、認定低炭素住宅：0.1%（一般住宅は0.3%） 　（2020年3月31日まで）

長期優良住宅・
認定低炭素住宅

促進

住宅ローン型減税（所得税）住宅ローン型減税（所得税）◯ ‒ ● 10年間で最大500万円控除（一般住宅は最大400万円）　控除額＝住宅ローン年末残     高×1%
　 ※控除しきれない場合は翌年の住民税額から控除（上限13万6,500円）

● 消費税率引き上げが実施された場合、「住宅ローン減税」は控除期間を3年間延長して
 　13年とする予定（2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住に供した場合)

　（2021年12月31日まで）

投資型減税（所得税）投資型減税（所得税）◯ ● 床面積に4万3,800円を乗じた金額（上限650万円）の10%相当額を控除                 ※控除しきれない場合は翌年の所得税額から控除 　（2021年12月31日まで）‒

固定資産税【長期優良住宅のみ】固定資産税【長期優良住宅のみ】◯ ‒ ● 戸建ては5年間、マンションは7年間（一般住宅特例：戸建ては3年間、マンションは5年間）    いずれも1/2減額 　（2020年3月31日まで）

固定資産税固定資産税‒ ◯ ● 1/3減額（バリアフリー：100㎡相当分まで、省エネ：120㎡相当分まで）　 　（2020年3月31日まで）

投資型減税（所得税）投資型減税（所得税）‒ ◯ ● 控除対象限度額の10%を1年間控除（控除対象限度額 バリアフリー：200万円、省エネ：    250万円 ※太陽光発電設置は350万円） 　（2021年12月31日まで）
バリアフリー・
省エネ改修に

関する特例措置

ローン型減税（所得税）ローン型減税（所得税）◯‒ ● ①対象となる工事費、または控除対象限度額250万円の2%＋①以外の改修工事費の年　  末ローン残高の1%（控除対象限度額1,000万円）を5年間控除 　（2021年12月31日まで）

中古住宅取得後
の耐震改修 住宅ローン減税(所得税)、その他住宅ローン減税(所得税)、その他◯ ● 中古住宅を取得し適合した耐震改修工事を行った場合、耐震基準適合既存住宅と見なし、    同等の特別措置を適用できる(「買って耐震」）

 　(利用可能な特例措置：①住宅ローン減税　②贈与税非課税　③相続時精算課税制度        ④不動産取得税：課税標準から最大1,200万円を控除） 
各措置の期間に準ずる‒

投資型減税（所得税）投資型減税（所得税）◯ ● 三世代同居対応改修工事に係る控除費の10%を控除（控除対象限度額250万円） 　（2021年12月31日まで）‒
ローン型減税（所得税）ローン型減税（所得税）◯ ● ①対象となる工事費、または控除対象限度額250万円の2%＋①以外の改修工事費の年　  末ローン残高の1%（控除対象限度額1,000万円）を5年間控除 　（2021年12月31日まで）‒

耐震改修に
関する特例措置 固定資産税固定資産税◯ ● 旧耐震基準住宅を耐震リフォーム行った場合：1年間1/2減額（120㎡相当分まで）　 　（2020年3月31日まで）‒

投資型減税（所得税）投資型減税（所得税）◯ ● 旧耐震基準住宅を耐震リフォーム行った場合：工事費の10%を1年間控除（控除対象限度    額250万円） 　（2021年12月31日まで）‒

住宅資金贈与に
関する優遇税制 住宅取得等資金の贈与税非課税枠住宅取得等資金の贈与税非課税枠◯◯ ● 質の高い（高い省エネ性、耐震性、バリアフリー性を満たす）住宅：非課税枠1,200万円     （一般住宅は700万円） （2021年12月31日まで） （　　　　　　　　　　　）2020年3月31日まで

左記の非課税枠を継続
■ 変更点：消費税率10％が適用される場合
 　質の高い住宅：非課税枠3,000万円（一般住宅は2,500万円）

2019年2月20日までの申込

2018年4月1日
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④
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に
、
⑤
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」
と
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「
密
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地
の
空
き
家
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除
却
」と

「
ブ
ロ
ッ
ク
塀
対
策
」の
支
援
拡
充

　

特
定
の
密
集
市
街
地
の
空
き
家
は
、

２
０
２
０
年
度
末
ま
で
所
有
者
の
負
担
な

し
で
除
却
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
危
険
な

場
所
に
あ
る
空
き
家
除
却
を
加
速
さ
せ
ま

す
。
ま
た
、
災
害
時
の
避
難
路
に
あ
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
の
耐
震
診
断
、
除
却
、
改
修
な

ど
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
対
策
の
み
で
も
、
支
援

な
制
度
と
し
て
は
、
良
好
な
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
に
対
応
す
る
性
能
向
上
工
事
お
よ
び

一
定
の
要
件
を
満
た
す
長
期
修
繕
計
画
の

作
成
費
用
を
補
助
対
象
に
追
加
し
ま
す
。

古
い
マ
ン
シ
ョ
ン
が
増
え
、
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
の
手
が
行
き
届
か
な
く
な
り
つ
つ
あ

る
現
状
を
鑑
み
、
管
理
が
で
き
る
だ
け
楽

に
な
る
性
能
向
上
工
事
を
支
援
し
よ
う
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
若
者
（
40
歳
以
下
）
世
帯
が
既

存
住
宅
取
得
時
に
行
う
リ
フ
ォ
ー
ム
で

は
、
要
件
が
引
き
続
き
緩
和
さ
れ
て
い
ま

す
。
若
者
世
帯
で
は
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
後

の
性
能
向
上
と
し
て
劣
化
対
策
・
耐
震
性

が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
、
補
助
さ
れ
ま
す

（
図
２
）
。

改
修
工
事
の
補
助
対
象
を
拡
充

　

若
者
・
子
育
て
世
帯
や
高
齢
者
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
住
生
活
を
実
現
す
る
た
め
、

「
新
た
な
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度

に
お
け
る
登
録
住
宅
」
に
対
す
る
ハ
ー
ド

対
策
を
充
実
さ
せ
ま
す
。
高
齢
者
や
子
育

て
世
帯
な
ど
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
入

居
を
拒
ま
な
い
賃
貸
住
宅
へ
の
改
修
工
事

の
補
助
対
象
に
、「
子
育
て
世
帯
対
応
」「
外

構
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
」「
防
火
・
消
火
対
策
」

を
追
加
し
ま
し
た
。
新
し
い
補
助
対
象

　

住
宅
局
の
２
０
１
９
年
度
予
算
で
は
、

５
つ
の
重
点
施
策
を
中
心
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。
ま
ず
「
防
災
」
関
連
の
①「
住

ま
い
・
く
ら
し
の
安
全
確
保
」
で
、
密
集

市
街
地
対
策
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
対
策
の
支
援

を
拡
充
し
ま
す
。
次
に
②
「
住
宅
・
建
築

物
の
質
向
上
と
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活

用
」
で
は
、
省
エ
ネ
化
の
推
進
や
空
き
家

対
策
、
老
朽
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
対
策
な

ど
、「
省
エ
ネ
」「
ス
ト
ッ
ク
活
用
」
分
野

に
力
を
入
れ
ま
す
。
三
番
目
の
柱
は
③「
住

宅
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
を
強
化
す
る

「
人
生
１
０
０
年
時
代
を
支
え
る
住
生
活

の
実
現
」
で
す
。
若
者
、
子
育
て
世
帯
、

高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
予
算
を
講
じ
て
い
ま
す
。
ま
た

今
回
は
４
つ
目
と
し
て
「
生
産
性
向
上
」

や
「
国
際
展
開
」
に
力
を
入
れ
る
た
め
、

し
て
省
エ
ネ
性
能
に
つ
い
て
説
明
す
る
義

務
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ト
ッ

プ
ラ
ン
ナ
ー
制
度
の
対
象
に
、
注
文
戸
建

住
宅
や
賃
貸
ア
パ
ー
ト
を
供
給
す
る
大
手

住
宅
事
業
者
が
追
加
さ
れ
る
改
正
案
に

な
っ
て
い
ま
す
。（
詳
細
は
ｐ
10
「
今
月

の
ニ
ュ
ー
ス
」
参
照
）。

　

さ
ら
に
中
小
工
務
店
や
建
築
士
を
対
象

に
し
た
大
規
模
な
全
国
講
習
会
の
実
施

や
、
広
報
な
ど
を
通
じ
て
改
正
内
容
を
普

及
・
啓
発
す
る
事
業
に
対
し
、
新
た
に
予

算
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

良
好
な
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
を
支
援

　
「
長
期
優
良
住
宅
化
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進

事
業
」
は
引
き
続
き
継
続
し
ま
す
。
新
た

で
は
、
省
エ
ネ
性
能
が
一
定
程
度
向
上
す

る
断
熱
改
修
を
新
た
に
「
省
エ
ネ
改
修
型
」

と
し
て
設
定
し
、
上
限
50
万
円
／
戸
の
補

助
を
行
い
ま
す
（
図
１
）。

「
建
築
物
省
エ
ネ
法
」改
正
で
、

省
エ
ネ
性
能
説
明
が
義
務
化

　

大
規
模
非
住
宅
（
延
べ
床
面
積
２
０ 

０
０
㎡
以
上
）
に
加
え
、
中
規
模
非
住
宅

（
延
べ
床
面
積
３
０
０
㎡
以
上
）
に
も
省

エ
ネ
基
準
へ
の
適
合
を
義
務
付
け
る
「
建

築
物
省
エ
ネ
法
」
の
改
正
案
が
、
２
月
15

日
に
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　

改
正
案
で
は
そ
の
ほ
か
、
小
規
模
住

宅
・
建
築
物
で
、
建
築
士
が
建
築
主
に
対

産
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
技
術
や
取
り
組

み
を
提
案
し
て
も
ら
い
、
補
助
金
を
付
け

て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
技
術
を
一
般
化

し
て
い
け
ば
、
人
手
を
か
け
な
い
省
力
化

で
良
い
施
工
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
生

産
性
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

支
援
対
象
と
し
て
は
、
例
え
ば
ロ
ボ
ッ
ト

技
術
を
活
用
し
た
床
下
点
検
や
、
壁
を
壊

さ
ず
に
窓
の
改
修
工
事
を
行
う
工
法
の
開

発
な
ど
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
Ｂ
Ｉ
Ｍ
」＊
１
の
普
及
に
向
け
て
、

活
用
の
手
順
や
入
力
情
報
の
整
理
な
ど
の

課
題
を
洗
い
出
し
た
り
、「
建
築
確
認
申
請

の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
整

備
支
援
な
ど
が
、
新
た
に
予
算
付
け
さ
れ
、

生
産
性
向
上
へ
の
寄
与
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

消
費
税
引
上
げ
に
よ
る
駆
け
込
み
需

要
後
の
反
動
減
は
、
景
気
変
動
に
大
き

な
影
響
を
与
え
ま
す
。
今
回
の
税
率
引

上
げ
後
に
消
費
が
冷
え
込
ま
な
い
よ
う
、

「
す
ま
い
給
付
金
」
の
拡
充
、「
次
世
代

住
宅
ポ
イ
ン
ト
制
度
」
創
設
、
税
制
で
は
、

「
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
」
の
拡
充
、「
住
宅

取
得
資
金
に
係
る
贈
与
税
の
非
課
税
措

置
」
の
拡
充
を
講
じ
ま
す
（
詳
細
は
ｐ
６

参
照
）。

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

Ｚ
Ｅ
Ｈ
支
援
は「
地
域
型

住
宅
グ
リ
ー
ン
化
事
業
」で

　

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省

の
関
連
省
庁
が
連
携
し
て
住
宅
の
省
エ
ネ

化
・
省
Ｃ
Ｏ
２

化
に
引
き
続
き
取
り
組
み

ま
す
。
Ｚ
Ｅ
Ｈ
（
ゼ
ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
住

宅
）
補
助
金
は
、
戸
建
・
集
合
住
宅
の
Ｚ

Ｅ
Ｈ
は
環
境
省
、
省
エ
ネ
を
さ
ら
に
深
掘

り
し
た
Ｚ
Ｅ
Ｈ
＋
（
プ
ラ
ス
）
は
経
済
産

業
省
の
管
轄
で
す
。
国
土
交
通
省
で
は

「
地
域
型
住
宅
グ
リ
ー
ン
化
事
業
」
の
「
高

度
省
エ
ネ
型
の
ゼ
ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
住
宅
」

で
、
中
小
工
務
店
等
が
連
携
し
て
建
築
す

る
Ｚ
Ｅ
Ｈ
を
支
援
し
ま
す
。

　

ま
た
「
地
域
型
住
宅
グ
リ
ー
ン
化
事
業
」

は
、
改
修
・
間
取
り
変
更
・
耐
震
改
修
工

事
と
同
じ
く
、
補
助
限
度
額
が
50
万
円
／

戸
加
算
と
な
る
補
助
対
象
で
す
（
図
３
）。

新
し
い
技
術・サ
ー
ビ
ス
の

開
発・実
証
を
支
援

　

住
宅
産
業
の
育
成
を
目
指
し
て
、「
住

宅
・
建
築
生
産
性
向
上
促
進
事
業
」
と
い

う
新
し
い
事
業
を
展
開
し
ま
す
。
生
産
性

向
上
に
向
け
、
設
計
・
施
工
・
維
持
管
理

な
ど
に
関
わ
る
新
し
い
技
術
や
サ
ー
ビ
ス

の
開
発
・
実
証
の
取
り
組
み
に
対
し
、
支

援
を
行
う
も
の
で
す
。
各
事
業
者
か
ら
生

「
次
世
代
住
宅
ポ
イ
ン
ト
制
度
」創
設
と

「
す
ま
い
給
付
金
」で
消
費
税
率
引
上
げ
に
対
応

２
０
１
９
年
度
の
国
土
交
通
省
住
宅
局
関
係
予
算
は
、
全
体
で
３
８
５
７
億
円
と
大
幅
に
増
加
し
た
。
こ
れ
は
消
費
税
率
引
上
げ
対
策
と
し

て「
す
ま
い
給
付
金
」の
拡
充
、「
次
世
代
住
宅
ポ
イ
ン
ト
制
度
」創
設
な
ど
の
臨
時
・
特
別
措
置
を
組
み
込
ん
だ
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。

こ
の
措
置
は
２
０
８
５
億
円
と
な
り
、
そ
の
ほ
か
の
住
宅
対
策
補
助
金
な
ど
は
例
年
と
同
程
度
の
規
模
と
な
っ
て
い
る
。
２
０
１
９
年
度
の

住
宅
関
連
予
算
の
概
要
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
住
宅
局
総
務
課
企
画
官
の
矢
吹
周
平
氏
に
聞
い
た
。

図1. 2019年度
　　「地域型住宅グリーン化事業」

図2. 長期優良住宅化リフォーム推進事業の
       要件と変更点

図3. 新たな住宅セーフティネット制度概要と追加になった補助対象

＊1 BIM：ビルディング・インフォメーションモデリング。コンピュータ上に作成した三次元の形
状情報に加え、材料・部材の仕様・性能、仕上げなど、建物の属性情報を併せ持つ建物情報モ
デルを構築すること

※ 変更点は赤字で表記

2019年度
住宅関連施策を読み解く

特  集

国土交通省 住宅局総務課
企画官

矢吹 周平氏

❶  

防  

災 

❷  

ス
ト
ッ
ク
活
用

❸  

住
宅
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

❹  

生
産
性
向
上

❺  

消
費
税
率
引
上
げ
対
策

❷  

省
エ
ネ

［長寿命型］ 補助限度額
長期優良住宅 110 万円／戸

［高度省エネ型］ 補助限度額
認定低炭素住宅

性能向上計画認定住宅
ゼロ・エネルギー住宅

110 万円／戸
110 万円／戸
140 万円／戸

［省エネ改修型］
省エネ性能が一定程度

向上する断熱改修 50 万円／戸

［優良建築物型］ 補助限度額
認定低炭素建築物など
一定の良質な建築物

1 万円／㎡
（床面積）

・地域材加算：上限 20 万円／戸
・三世代同居加算：上限 30 万円／戸

インスペクションの実施

維持保全計画・履歴を作成

工事後に満たすべき性能
（戸建住宅の場合）

＋

＋

① 劣化対策

若者が既存住宅取得に伴って
リフォーム工事を

実施する場合は不要

② 耐震性

以下、いずれかの
工事を行うこと

① 性能向上に資する
    リフォーム工事

② 三世代同居対応改修工事

③ 良好なマンション管理に
　 対応する性能向上工事

③ 省エネ 
 　維持管理・
 　更新の容易性

住宅確保要配慮者の
入居を拒まない住宅

・子育て世帯対応
  （玄関の二重ロック化、
　ドアの指詰め防止 等）

・外構バリアフリー化
  （エントランスに手すり、
　スロープ設置 等）

・防火・消火対策工事
  （連動型住宅用火災報知器
　への変更、スプリンクラー
　設置、内装不燃化 等）

賃貸人
住宅確保要配慮者
（高齢者・障害者・

 子育て世帯など）

都道府県等

入居

情報提供
登録

改修工事

経
済
的
支
援

居
住
支
援
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消費税率引上げに伴う住宅取得支援策

契約年

消費税率10％が
適用される人 左記以外の人※1

質の高い
住宅※2

左記以外
の住宅

（一般）
質の高い

住宅
左記以外
の住宅

（一般）
2016年1月～
2019年3月 1,200万円 700万円

2019年4月～
2020年3月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円

2020年4月～
2021年3月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円

2021年4月～
2021年12月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

※ 1 消費税率 8％の適用を受けて住宅を取得した人のほか、個人間売買により既存住
宅を取得した人 

※ 2  質の高い住宅とは①省エネルギー性の高い住宅（断熱等性能等級 4 または一次エ
ネルギー消費量等級 4 以上）、②耐震性の高い住宅（耐震等級〈構造躯体の倒壊
等防止〉2 以上または免震建築物）

4. 贈与税の非課税措置

2. すまい給付金1. 住宅ローン減税

3. 次世代住宅ポイント制度

（消費税率 8％時）
収入額の目安 給付額

425万円以下 30万円

425万円超
475万円以下 20万円

475万円超
510万円以下 10万円

控除期間 11～13年目までの各年の控除限度額（一般住宅の場合）

3年間
延長

以下のいずれか小さい額
① 借入金年末残高（上限4,000万円）の1％
② 建物購入価格（上限4,000万円）の2/3％（2％÷3年）
※認定住宅の場合は、借入金年末残高の上限：5,000万円、
   建物購入価格の上限：5,000万円

※ 2019 年 10 月1日から 2020 年 12 月 31日までの間に居住の用に供した場合に適用

住宅の新築 発行ポイント数：Ａ＋Ｂ＋Ｃの合計（上限35万ポイント／戸）

住宅のリフォーム  発行ポイント数：上限30万ポイント／戸

A

エコ住宅（省エネ性能の高い住宅）
or

長持ち住宅（耐久性能の高い住宅）
or

耐震住宅（耐震性能の高い住宅）
or

バリアフリー住宅（バリアフリー性能の高い住宅）

30万
ポイント

／戸

B 認定長期優良住宅 or 認定低炭素住宅 or ZEH or 
性能向上計画認定住宅

5万
ポイント

／戸

C 家事負担軽減に資する設備（ビルトイン食器洗機、宅配ボックス
など）の設備等でポイント加算

・エコリフォーム ・耐震改修
・バリアフリー改修 ・家事負担軽減に資する設備の設置　等

※ 若者・子育て世帯によるリフォームや一定の既存住宅の購入に伴うリフォームの 
    場合は上限の引上げ等を実施

（消費税率 10％時）
収入額の目安 給付額
450万円以下 50万円
450万円超
525万円以下 40万円

525万円超
600万円以下 30万円

600万円超
675万円以下 20万円

675万円超
775万円以下 10万円

● 支援策のポイントと対象者
1～4 の支援策は原則消費税 10％が適用される場合が対象となる。

2019.4.1 2019.10.1 2020.4.1 2020.12.31 2021.4.1 2021.12.31

消費税 10％
適用期間

1. 住宅ローン
　 減税

2. すまい
 　給付金

3. 次世代住宅
　 ポイント制度

4. 贈与税
 　非課税措置

10%

8%

消費税率の適用については、原則、引渡しの時点により判断。よって、
引渡しが10月1日を過ぎると消費税率10％が適用。
ただし、注文住宅の請負契約については、経過措置により3月31日まで
に契約を締結すれば、引渡しが10月1日を過ぎたとしても消費税率8％が
適用。

＊2019年3月31日以前に契約した
ものも、着工が2019年10月～
2020年3月となるものは対象

契 約 引渡し

契 約 引渡し

契 約 引渡し

契 約 引渡し

控除期間10年、
控除額＝住宅ローン年末残高×1％

給付額：最大30万円

最大1,200万円

2020年
12月末までに

入居

2021年
12月末までに

入居

2020年
3月末までに
契約・着工＊

2020年
3月末までに

契約

新
新築最大35万円、
リフォーム最大

30万円相当

給付金額が
最大50万円、
対象者も拡充

控除期間
が3年延長

最大
3,000万円

＋

＋

2019年度
住宅関連施策を読み解く

特  集
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【こうき - しん】

vol.39

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
は
１
９
６
４
年
。

し
か
し
そ
の
24
年
前
に
、
ア
ジ
ア
初
の
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
催
が
東
京
で
予
定
さ
れ
て
い
た
。

国
際
情
勢
の
緊
迫
な
ど
で
幻
と
な
っ
た
こ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
前
に
、
外
国
人
観
光
客
向
け
の
宿
泊
施
設
と
し
て
、

全
国
５
カ
所
に
ホ
テ
ル
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
十

和
田
湖
畔
に
あ
る
「
十
和
田
ホ
テ
ル
」
だ
。

　

開
業
は
１
９
３
９
年
。
日
本
三
大
美
林
の
一
つ
、
秋
田

杉
で
樹
齢
１
２
０
～
１
３
０
年
の
天
然
巨
木
を
使
っ
た
木

造
３
階
建
て
。
外
壁
に
も
杉
の
半
丸
太
を
張
っ
て
い
る
。

建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
秋
田
・
青
森
・
岩
手
の
３
県
か
ら

宮
大
工
約
80
名
が
集
め
ら
れ
、
技
術
を
競
わ
せ
た
と
い
う
。

建
設
費
用
は
当
時
の
金
額
で
22
万
円
。
現
在
の
貨
幣
価
値

に
換
算
す
る
と
約
20
億
円
に
も
な
る
。

　

圧
巻
な
の
は
吹
き
抜
け
を
持
つ
玄
関
ホ
ー
ル
。
秋
田
杉

の
皮
や
丸
太
を
惜
し
み
な
く
使
っ
て
お
り
、
吹
き
抜
け
な

ど
に
施
さ
れ
た
数
寄
屋
風
の
天
井
意
匠
が
、
訪
れ
る
宿
泊

客
に
〝
十
和
田
ホ
テ
ル
〟
を
印
象
づ
け
る
。

　

各
部
屋
の
床
の
間
、
天
井
、
格
子
戸
な
ど
の
意
匠
も
一

つ
ひ
と
つ
異
な
り
、
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
木
の
趣
は
、

今
な
お
学
ぶ
べ
き
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
。
年
を
経
る
ご

と
に
柱
は
独
特
の
光
を
放
ち
、
約
80
年
の
歴
史
の
重
み
と

木
造
建
築
の
美
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

１
９
６
１
年
の
秋
田
国
体
の
際
は
昭
和
天
皇
・
皇
后
両
陛

下
が
お
泊
ま
り
に
な
ら
れ
た
ほ
か
、
吉
田
茂
元
首
相
な
ど

各
界
の
著
名
人
も
利
用
し
た
十
和
田
ホ
テ
ル
。
１
９
９
８
年

に
は
改
修
工
事
を
経
て
再
オ
ー
プ
ン
し
、
伝
統
と
格
式
あ

る
美
し
い
佇
ま
い
で
こ
れ
か
ら
も
人
々
を
魅
了
し
続
け
る
。

歴史の重みを感じさせる
「十和田ホテル」

東

写真提供＝十和田ホテル株式会社

秋田県
鹿角郡
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ら
っ
た
こ
と
も
、
認
知
度
の
向
上
に
つ
な
が
り
ま

し
た
」

未
病
検
査
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
で

早
期
受
診
や
重
症
化
予
防
に
つ
な
げ
る

—

今
、
病
気
を
診
断
す
る
検
査
技
術
は
進
化

し
て
い
る
。
一
方
で
、
消
費
者
が
知
り
た
い
と
感

じ
る
健
康
状
態
や
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
、
ダ
イ

エ
ッ
ト
と
い
っ
た
未
病
領
域
を
検
査
す
る
市
場
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

  

「
医
療
従
事
者
が
重
要
と
考
え
る
検
査
と
、
消

費
者
が
知
り
た
い
検
査
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
未
病
検
査
は

潜
在
的
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
手
軽

に
安
価
で
調
べ
ら
れ
る
方
法
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
当
社
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ

た〝
健
康
の
も
の
さ
し
〟を
提
供
す
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。
体
の
状
態
が〝
見
え
る
化
〟

で
き
れ
ば
、
生
活
習
慣
の
改
善
に
も
取
り
組
み
や

す
く
な
る
は
ず
で
す
」

—

尿
か
ら
検
査
す
る
製
品
は
ソ
イ
チ
ェ
ッ
ク

に
加
え
、
食
塩
摂
取
量
を
調
べ
る
「
シ
オ
チ
ェ
ッ

ク
」、
腸
内
環
境
を
調
べ
る
「
腸
活
チ
ェ
ッ
ク
」、

体
の
酸
化
ス
ト
レ
ス
を
調
べ
る
「
サ
ビ
チ
ェ
ッ
ク
」

の
４
種
類
。
シ
オ
チ
ェ
ッ
ク
な
ら
、
食
塩
を
控
え

て
い
る
〝
つ
も
り
〟
で
終
わ
ら
ず
、
ど
の
ぐ
ら
い

食
塩
を
摂
っ
て
い
る
か
が
デ
ー
タ
で
分
か
る
。
い

ず
れ
も
数
値
化
さ
れ
る
こ
と
で
体
の
状
態
や
変
化

が
分
か
り
、
生
活
習
慣
を
見
直
す
き
っ
か
け
と
な

り
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
に
つ
な
が
る
。

  

「
利
用
者
か
ら
許
諾
を
得
た
検
査
デ
ー
タ
を
分

析
・
研
究
し
、
学
会
発
表
を
行
う
こ
と
で
医
療
貢

献
と
認
知
度
向
上
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。
今
年
か

ら
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
検
査
を
受
け
た
利

用
者
が
病
院
を
受
診
す
る
際
の
初
診
料
の
一
部
負

担
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
保
険
会
社
と
連
携
し
て

は
い
ま
す
が
、
正
直
負
担
も
大
き
い
で
す
。
し
か

し
、
当
社
の
事
業
目
的
は
も
の
さ
し
を
提
供
し
て

生
活
習
慣
を
見
直
し
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
健

康
の
変
化
に
気
付
い
た
利
用
者
が
早
期
に
病
院
を

受
診
し
、
早
期
治
療
に
よ
っ
て
重
症
化
さ
せ
な
い

こ
と
で
す
。
単
な
る
ブ
ー
ム
の
製
品
で
は
な
く
、

多
く
の
人
に
と
っ
て
役
立
つ
も
の
と
感
じ
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は

他
社
と
の
差
別
化
に
つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、
国

の
財
政
を
圧
迫
す
る
医
療
費
の
削
減
に
も
貢
献
で

き
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

—

今
後
は
検
査
で
き
る
項
目
を
増
や
す
と
と

も
に
、
海
外
展
開
も
行
う
。
す
で
に
、
健
康
意

識
が
高
く
富
裕
層
の
多
い
中
国
の
都
市
部
で
販

売
が
始
ま
っ
て
い
る
。
国
内
で
は
、
リ
ピ
ー
タ
ー

の
獲
得
を
目
指
し
、
検
査
デ
ー
タ
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
に
も
力
を
入
れ
る
。
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
、

利
用
者
個
々
の
分
析
も
進
め
る
予
定
だ
。
検
査

を
手
軽
で
身
近
に
す
る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
未

病
対
策
や
予
防
医
療
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と

展
望
を
語
っ
て
く
れ
た
。

付 加 価 値 創 造 に 挑 戦

注 企業を訪ねる

析
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
一
般
向
け
の
郵
送
検
査

サ
ー
ビ
ス
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

テ
レ
ビ
の
情
報
番
組
で『
エ
ク
オ
ー
ル
※
』の
特

集
が
組
ま
れ
た
こ
と
。
大
豆
イ
ソ
フ
ラ
ボ
ン
と
腸

内
細
菌
に
よ
っ
て
体
内
で
も
作
ら
れ
る
、
女
性
ホ

ル
モ
ン
と
似
た
働
き
を
持
つ
成
分
で
す
が
、
ち
ょ

う
ど
こ
の
時
、
当
社
で
も
Ｂ 

ｔ
ｏ 

Ｂ
と
し
て
エ

ク
オ
ー
ル
検
査
を
始
め
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
ん

で
す
」

—

テ
レ
ビ
の
放
送
当
日
、
エ
ク
オ
ー
ル
と
い

う
言
葉
を
ネ
ッ
ト
検
索
し
た
視
聴
者
か
ら
、
同
社

に
多
く
の
問
い
合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
た
。「
こ
れ

は
一
般
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
検
査
な
の
で

は
な
い
か
」。
そ
う
考
え
た
代
表
の
瀧
本
陽
介
氏

は
手
軽
な
検
査
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
着
手
し
、

２
０
１
２
年
に
エ
ク
オ
ー
ル
郵
送
検
査
キ
ッ
ト

「
ソ
イ
チ
ェ
ッ
ク
」
の
販
売
を
開
始
。
Ｂ 

ｔ
ｏ 

Ｂ
か
ら
Ｂ 

ｔ
ｏ 

Ｃ
へ
の
シ
フ
ト
を
図
っ
た
。
医

療
機
関
や
薬
局
、
ネ
ッ
ト
で
も
購
入
可
能
で
、
検

査
費
用
は
税
込
４
１
０
４
円
。
自
分
で
採
尿
し
郵

送
す
れ
ば
、
１
週
間
で
検
査
結
果
が
届
く
。

  

「
発
売
初
年
度
の
利
用
者
は
２
０
０
人
程
度
で

し
た
が
、
昨
年
は
７
万
人
。
累
計
で
は
22
万
人
を

超
え
、
予
想
以
上
の
反
響
で
す
。
医
学
や
食
品
関

係
の
学
会
に
積
極
的
に
参
加
し
て
啓
蒙
し
た
こ
と

で
、
医
師
が
患
者
に
勧
め
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
増

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
食
品
メ
ー
カ
ー
や
自
治
体

な
ど
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
使
っ
て
も
ら
っ
た
り
、

女
性
向
け
雑
誌
な
ど
に
持
ち
込
み
掲
載
し
て
も

手
軽
な
検
査
シ
ス
テ
ム
の
開
発
で

Ｂ 

ｔｏ 

Ｂ
か
ら
Ｂ 
ｔｏ 

Ｃ
へ
シ
フ
ト

—

健
康
や
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
に
良
い
と
い
わ

れ
る
こ
と
を
実
践
し
て
も
、
本
当
に
自
分
に
効
果

が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
疑
問
に
応
え

る
、
あ
り
そ
う
で
な
か
っ
た
郵
送
検
査
サ
ー
ビ
ス

を
展
開
し
て
い
る
の
が
、
名
古
屋
大
学
発
の
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
ズ
だ
。
病

気
に
な
る
前
の〝
未
病
〟段
階
で
の
検
査
を「
自
宅

で
採
尿
し
、
郵
送
す
る
だ
け
」と
い
う
手
軽
さ
で

実
現
し
、
生
活
習
慣
改
善
と
病
気
予
防
に
貢
献
す

る
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

  

「
当
社
で
は
、
微
量
の
検
体
か
ら
で
も
多
く
の

項
目
を
安
価
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
抗
体
チ
ッ

プ
を
開
発
。
こ
れ
を
事
業
の
核
と
し
て
基
礎
技
術

を
磨
き
、
大
学
や
食
品
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
受
託
分

一般消費者の健康ニーズを汲み取り
“健康のものさし”を提供

独自の技術で郵送による
手軽な未病検査サービスを実現

体の状態を見える化することで
生活習慣の改善や早期受診を促す

株
式
会
社

ヘ
ル
ス
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
ズ

ここが注目ポイント

尿を郵送し健康チェック！
未病領域の見える化で
生活習慣の改善を後押し

本　　社  ● 愛知県名古屋市千種区千種
  2-22-8　名古屋医工連携
  インキュベータ105
創　　業  ● 2009年
資 本 金  ● 3,000万円
従 業 員  ● 30名
事業内容  ● 郵送 検 査 事業、バイオ

マーカー・検体検査技術
の研究開発、機能性食品
の研究開発

代表取締役社長　　

瀧本 陽介氏

※ エクオール： 大豆イソフラボンに含まれるダイゼインが腸内細菌により変換されて生み出される。体内で作れる人と作れない人がおり、前者は
  大豆イソフラボンの健康効果を効率的に得られるが、後者は大豆製品を意識的に多めに摂取したり、腸内環境改善などの対策が必要

1. 検査キット到着 2.検査依頼書入力

5. 結果が届く 4.ポストに投函

3. 採尿する

腸内でエクオールを作れるか、尿から検査する「ソイチェック」(税込4,104円)
など4種類をラインアップ検査の流れ。採尿でゴミが出たり、手が汚れないよう工夫されている

郵送された尿を検査。測定数値の正確さはそのままに、高額な検査費用を抑えることに成功し、
一般の人も手が届く検査を実現
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　「パリ協定」の目標達成等に向け、住宅・建築物の省
エネ性能の一層の向上を図るため、「建築物省エネ法」改
正案が、2月15日に閣議決定された。
■ 主な概要

【1】 オフィスビルに対する措置の強化等 ・・・・・・・・・・・・・・

① 省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物
の対象を、大規模（延べ面積2,000㎡以上）から、中
規模（300㎡以上）に拡大。

② 省エネ性能向上計画の認定（容積率特例＊1）の対象に、
複数の建築物の連携による取り組みを追加。

【2】マンションに対する監督体制の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 届出制度における所管行政庁による計画の審査（省エ
ネ基準への適合確認）を合理化し、省エネ基準に適合
しない新築等の計画に対する監督（指示・命令等）体
制を強化。

【3】戸建住宅の省エネ性能説明義務付けと
　   「トップランナー制度」の対象拡大 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 小規模（延べ面積300㎡未満を想定）の住宅・建築物
新築の際に、設計者である建築士から建築主に対し
て省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設。

② トップランナー制度＊2の対象に、建売戸建住宅を供
給する大手住宅事業者に加え、注文戸建住宅・賃貸
アパートを供給する大手住宅事業者を追加。

【4】その他の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独
自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入。

　2014～2018年度にかけて、断熱改修予定住宅を対
象に、改修前後における居住者の血圧や身体活動量な
ど健康への影響を検証する調査が実施された。これま
で2回の中間報告を行ったが、その後の調査の進捗によ

り、住宅の室内環境が血圧など健康に与える影響につ
いて新たな知見が得られつつあることから、3回目の中
間報告が行われた。 

編集室より

■ 広告掲載・誌面に対するご意見、ご感想は
　 建材マンスリー編集室専用アドレスまでお寄せください。

住友林業株式会社 木材建材事業本部 事業企画部

   kenzai-monthly@sfc.co.jp

■ 弊社ホームページに特集ページのみを掲載中です。
   http://sfc.jp/mokuzai/kenzaimonthly/

先日、某公園の駐車場で、片隅に1本だけ生えていたつくしを発見しました。
コンクリートに囲まれた合間の土から顔を出していたつくしの生命力の強さを
感じつつ、春のおとずれを実感しました。つくしはビタミンやミネラルが豊富
で整腸作用や高血圧予防などにも効果があるそうです。佃煮や天ぷらにしても
おいしいつくし。四季を感じる機会が少ない日々の生活に春の味覚をひと味加
えてみるのも良いですね。（E）

編
集
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今月のニュース

表紙：住友林業（株）住宅・建築事業本部　群馬支店　伊勢崎展示場
＊ 家具などのインテリア品は実際の展示と
　 異なる場合があります

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）
の一部を改正する法律案」が閣議決定  －国土交通省

住宅内の室温の変化が居住者の健康に与える影響
－断熱改修等による居住者の健康への影響調査 第3回中間報告  －国土交通省

＊1 容積率特例：新築等の計画が誘導基準に適合する場合に所管行政庁の認定を受け
ることができる制度。認定を受けた場合には、省エネ性能向上のための設備につ
いて容積率を緩和

＊2 トップランナー制度：省エネ基準を上回る「トップランナー基準」を設定し省エネ
性能の向上を誘導。現行は建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象

■ 過去の成果概要と第3回中間報告での新たな知見

健康への影響の内容
黒字：1～2回目の中間報告で新たな知見/知見の充実を報告
赤字：3回目（今回）の中間報告で新たな知見/知見の充実を報告

■家庭血圧
・室温が低いほど血圧が高い（充実）
・高齢者ほど影響が大きい（充実）
・断熱改修で血圧が有意※4に改善（充実）

・室温が安定すると血圧の季節差も縮小（知見1）
・部屋間の温度差、床近傍室温が血圧に有意に影響（知見2）
・データを充実（知見3）

■健康診断数値
・室温が低いほど、心電図異常所見等が有意に多い

・データを充実（知見4）

■夜間頻尿
・就寝前室温が低いほど、リスクが高い
・断熱改修で夜間頻尿回数が有意に減少

・データを充実（知見5）
（疾病（過活動膀胱症状）との関係がより明確化

■入浴習慣
・居間または脱衣所の室温が低い住宅では、熱め入浴の確率が有意に高い

■疾病
・床近傍室温の低い住宅では、様々な疾病・症状を有する人が有意に多い（知見6）

■身体活動量
・断熱改修に伴う室温上昇によって、住宅内の身体活動量が有意に増加（知見7）

影 響 因 子

第3回より
分析軸に追加

健康への影響の内容

○ 居間の室温※1

○ 部屋間温度差※2

○ 床近傍室温※3

黒字：1～2回目の中間報告で新たな知見/知見の充実を報告
赤字：3回目（今回）の中間報告で新たな知見/知見の充実を報告

■ 家庭血圧
・室温が低いほど血圧が高い
・高齢者ほど影響が大きい
・断熱改修で血圧が有意※4に改善

・室温が安定すると血圧の季節差も縮小（知見1）
・部屋間の温度差、床近傍室温が血圧に有意に影響（知見2）
・データを充実（知見3）

■ 入浴習慣
・居間または脱衣所の室温が低い住宅では、熱め入浴の確率が有意に高い

■ 疾病
・床近傍室温の低い住宅では、様々な疾病・症状を有する人が有意に多い（知見6）

■ 身体活動量
・断熱改修に伴う室温上昇によって、住宅内の身体活動量が有意に増加（知見7）

■ 健康診断数値
・室温が低いほど、心電図異常所見等が有意に多い ・データを充実（知見4）

■ 夜間頻尿
・就寝前室温が低いほど、リスクが高い
・断熱改修で夜間頻尿回数が有意に減少

・データを充実（知見5）
　 （疾病（過活動膀胱症状）との関係がより明確化）

※1 居間の床上1mの室温
※2 居間と寝室、居間と脱衣所など

の非居室との部屋間温度差
※3 床上1mと床近傍（床上に設置し

た温度計で測定した室温）との
上下温度差

※4 「有意」とは「確率的に偶然とは考
えにくく、意味があると考えられ
る」ことを指す統計用語

断熱改修により改善
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資 料 室

新  設  住  宅  計
建築主別

1月
対前年同月比 10月11月12月対前々年同月比

利用
関係別

資金別

構造別
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民間
持家
貸家
給与住宅
分譲住宅
　うちマンション
　うち戸建
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鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造
鉄骨造
コンクリートブロック造
その他

公営住宅
住宅金融機構融資住宅
都市再生機構建設住宅
その他住宅

2019年1月の新設住宅着工戸数　単位：戸　▲は減
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2×4
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2×4、
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（利用別・千戸）

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

総数 持家
貸家

分譲マンション
分譲戸建

2018年 2018年2019年 2019年

利用関係別戸数

0

1月

10,600

8,593

2月

10,063

8,255

3月

9,292

8,719

4月

9,879

10,189

5月

9,870

8,464

木造
木造戸建

0

(%)

-20.0

-30.0

-10.0

0

10.0

20.0

木造戸数 木造前年同月比
木造戸建前年同月比

1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 5月5月

▲ 9,40467,087
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6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 6月 7月 8月 9月

6月

11,820
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7月

11,755

9,767

8月

11,822

10,248

9月

11,585
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10月

12,063

11,314

11月

12,105
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12月

10,642

10,394

1月

9,480

7,862

10月 11月 12月 1月

都市圏別戸数

その他

近畿圏

中部圏

首都圏

季節調整済
年率換算（全国）

（出典：国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/statistics/details/jutaku_list.html）
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